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海外姉妹都市からの青少年訪問団や旅行者など、ホームステイを希望
する外国人を受け入れていただける家庭、「登米市国際交流ホストフ
ァミリーバンク」の登録者を募集しています。身近な国際交流を体験
するため、ホストファミリー（受入家庭）に登録しませんか。

次の全てに該当する家庭
①登録申請しようとする家庭の代表者
が満 18 歳以上であること②２人以上
の世帯で、全員の同意を得ていること
③世帯構成員の 1人以上が、市内に居
住または在勤、在学していること④食
事や送迎など、基本的な日常生活の支
援を無償で提供できること

登米市国際交流ホストファ
ミリーバンク登録申請書（市民協働課
備え付けまたは市ホームページからも
ダウンロード可）に必要事項を記入の
上、企画部市民協働課に提出してくだ

  

市
で
は
、
食
・
自
然
・
文
化
や

歴
史
な
ど
、
市
が
持
つ
魅
力
を
市

内
外
へ
情
報
発
信
す
る
「
シ
テ
ィ

プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
」
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

　

市
の
知
名
度
や
認
知
度
の
向

上
、
イ
メ
ー
ジ
の
確
立
に
取
り
組

む
こ
と
で
、
市
民
皆
さ
ん
の
市

へ
の
誇
り
や
愛
着
心
を
醸
成
し

「
行
っ
て
み
た
い
ま
ち
、
住
ん
で

み
た
い
ま
ち
」
に
選
ば
れ
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

市
の
魅
力
や
価
値
を
全
国
に
向

け
て
発
信
す
る
た
め
、
キ
ャ
ッ
チ

コ
ピ
ー
と
ロ
ゴ
マ
ー
ク
を
制
作
し

ま
す
。
こ
れ
に
向
け
て
、
市
の
魅

力
を
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
で
話
し
合

い
な
が
ら
、
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合

い
、
市
の
未
来
を
考
え
る
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
の
参
加
者
を
募
集
し
ま

す
。

９
月
３
日
（
土
）
午
後

２
時
〜
５
時迫

庁
舎
大
会
議
室

登
米
市
の
魅
力
や
良

い
と
こ
ろ
を
考
え
て
み
よ
う

グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て

参
加
者
同
士
で
、
自
由
に
意
見
や

ア
イ
デ
ィ
ア
を
交
換

【

市
内
在
住
の
18
〜
45
歳

の
人
25
人

　

※
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選

８
月
10
日
（
水
）

申
込
書
に
、
住
所
、

氏
名
、
電
話
番
号
、
携
帯
番
号
、

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、
職
業
（
勤
務

先
・
学
校
名
）、
性
別
、
年
齢
を

記
載
の
上
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、
郵

送
、
電
子
メ
ー
ル
、
持
参
い
ず
れ

か
の
方
法
で
ご
提
出
く
だ
さ
い

「
食
」「
自
然
」「
文
化・歴
史
」な
ど

の
地
域
資
源
を
活
用
し「
登
米
市
」

を
市
内
外
へ
積
極
的
に
ア
ピ
ー
ル
し

て
い
く
映
像
を
制
作
し
ま
す
。こ
の

映
像
に
エ
キ
ス
ト
ラ
出
演
い
た
だ

く
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
キ
ャ
ス
ト
を
募

集
し
ま
す
。

20
人
程
度

市
の
魅
力
を
伝
え
た

い
意
欲
の
あ
る
市
内
在
住
者
。①
市

民
役
と
し
て
出
て
い
た
だ
く
人（
対

象
年
齢
５
歳
以
上
※
親
子
で
の
申
し

込
み
可
）親
子
、サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、Ｏ

Ｌ
、学
生
役
な
ど
を
予
定
し
て
い
ま

す
②
武
道
、ス
ト
リ
ー
ト
ダ
ン
ス
な

ど
の
運
動
経
験
、あ
る
程
度
体
力
に

自
信
の
あ
る
人（
対
象
年
齢
※
中
学

生
以
上
）。専
門
ス
タ
ッ
フ
の
指
導
の

も
と
、簡
単
な
ア
ク
シ
ョ
ン
を
し
て

い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す

※
せ
り
ふ
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、演

技
初
心
者
の
人
も
ご
応
募
く
だ
さ
い

※
映
像
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、ユ
ー

チ
ュ
ー
ブ
な
ど
で
公
開
予
定
で
す

※
無
償
で
の
出
演
と
な
り
ま
す
の
で

ご
了
承
く
だ
さ
い

10
月
１
日（
土
）〜

10
日（
月
）の
う
ち
、
数
日
を
予
定

８
月
31
日
（
水
）

申
込
書
に
、住
所
、氏

名
、電
話
番
号
、携
帯
番
号
、メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
、職
業（
勤
務
先・学
校
名
）、

性
別
、年
齢
、身
長
、ア
ピ
ー
ル
ポ
イ

ン
ト
、希
望
の
役
（
①
ま
た
は
②
）

を
記
載
の
上
、上
半
身
と
全
身
の
写

真
を
添
付
し
、郵
送
、電
子
メ
ー
ル
、

持
参
い
ず
れ
か
の
方
法
で
ご
提
出
く

だ
さ
い

書
類
選
考
の
上
、
９

月
中
旬
頃
に
決
定
（
選
考
結
果
は
全

員
に
通
知
）。
※
応
募
者
多
数
の
場

合
や
選
考
過
程
の
中
で
、
オ
ー
デ
ィ

シ
ョ
ン
を
実
施
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
実
施
の
場
合
は
、
対
象
者
へ
別

途
通
知
し
ま
す

申
込
書
は
総
合
支

所
市
民
課
に
備
え
付
け
て
い
ま
す
。

ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す

企
画
部
企
画
政
策
課
（
移
住
・
定
住

促
進
係
）
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東
日
本
放
送
の
主
催
で
開
催
さ

れ
て
い
る
「
み
や
ぎ
ふ
る
さ
と
Ｃ

Ｍ
大
賞
」。
今
年
は
広
く
市
民
皆

さ
ん
か
ら
の
作
品
を
募
集
し
ま

す
。
皆
さ
ん
の
ご
応
募
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

１
点
。
※
応
募
多

数
の
場
合
は
、
応
募
内
容
に
よ
り

選
考
し
ま
す

観
光
、
物
産
、

伝
統
、
人
物
、
歴
史
、
自
然
な
ど
、

登
米
市
の
自
慢
や
魅
力
を
表
現
し

た
未
発
表
の
作
品

25
文
字
以
内

30
秒

ビ
デ
オ
テ
ー
プ
（
Ｈ

Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｍ
・
Ｈ
Ｄ
Ｖ
）
ま
た
は
ビ

デ
オ
デ
ー
タ
（
Ａ
Ｖ
Ｉ
・
Ｍ
Ｐ
Ｅ

Ｇ
２
・
Ｍ
Ｏ
Ｖ
な
ど
）

市
内
に
在
住
ま
た

は
勤
務
す
る
人
や
団
体
で
、
映
像

制
作
を
職
業
と
し
て
い
な
い
人
な

ら
ど
な
た
で
も
応
募
で
き
ま
す

応
募
作
品
の
著
作
権

は
市
に
帰
属
し
ま
す

８
月
31
日
（
水
）

ま
で
に
①
氏
名
（
団
体
の
場
合
は

団
体
名
と
代
表
者
氏
名
）
②
住
所

③
電
話
番
号
④
職
業
ま
た
は
学
校

（
学
年
）
⑤
作
品
タ
イ
ト
ル
（
仮

さい。登録申請は随時受け付けします。
※本年 9月中旬にオーストラリアから
青少年訪問団が来市する予定です。こ
ちらのホストファミリーを希望される
場合は、8 月 5日（金）までに登録申請
書の提出をお願いします

①市から登録家庭
へ受入依頼通知を送付②登録家庭は受
入可否を市へ連絡③市で受入可能家庭
と調整し、受入家庭を決定

企画部市民協働課（地域振興係）
☎0220（22）2173

称
可
）
⑥
作
品
の
大
ま
か
な
内
容

を
任
意
の
様
式
に
記
入
の
上
、
直

接
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い

作
品
は
、
９
月
30

日
（
金
）
ま
で
に
総
務
部
市
長
公

室
広
報
広
聴
係
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い

制
作
、
編
集
・

加
工
に
か
か
る
費
用
は
す
べ
て
応

募
者
負
担
と
な
り
ま
す

　

総
務
部
市
長
公
室（
広
報
広
聴
係
）
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市
で
は
、特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
や
老
健
施
設
な
ど
を
利
用
し
た

と
き
の
食
事
代
や
部
屋
代
な
ど
、

利
用
料
の
負
担
軽
減
制
度
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

①
介
護
保
険

負
担
限
度
額
認
定
制
度
：
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
や
介
護
老
人
保
健

施
設
な
ど
で
、
長
期
・
短
期
入
所

の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
際
の
食

費
と
居
住
費
を
軽
減
し
ま
す
②
社

会
福
祉
法
人
な
ど
に
よ
る
生
活
困

難
者
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
者

負
担
軽
減
制
度
：
社
会
福
祉
法
人

な
ど
で
提
供
し
て
い
る
通
所
、
訪

問
、
短
期
入
所
生
活
介
護
な
ど
を

利
用
し
、
条
件
を
全
て
満
た
し
て

い
る
人
の
自
己
負
担
金
額
を
軽
減

し
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
福

祉
事
務
所
長
寿
介
護
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。福

祉
事
務
所
長

寿
介
護
課
（
介
護
給
付
係
）
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